
は
じ
め
に

　

旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
本
丸
御
殿
（
以
下
「
本
丸
御
殿
」
と
記
す
）
は
、
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
京
都
御
所
の
北
、
今
出
川
御
門
近
く
に
あ
っ
た
桂
宮

家
の
御
殿
（
桂
宮
御
殿
）
の
主
要
部
を
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
１
、
図
２
）
。
本
丸
御

殿
の
内
部
に
は
、
建
造
物
の
構
成
要
素
と
し
て
二
三
七
面
の
障
壁
画
と
一
基
二
面
の
衝
立
が

存
在
す
る
。こ
れ
ら
の
所
在
は
、
本
丸
御
殿
を
構
成
す
る
四
つ
の
棟
に
分
か
れ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
う
ち
、
玄
関
と
御
書
院
の
二
棟
に
残
る
障
壁
画
に
つ
い
て
論
じ
る
。
他
の
二
棟
、
す
な

わ
ち
、
御
常
御
殿
と
台
所
及
び
雁
の
間
の
障
壁
画
に
つ
い
て
は
、
中
野
志
保
氏
が
担
当
す
る
。

　

考
察
の
前
提
と
な
る
事
項
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
つ
に
は
、
今
出
川
の
屋
敷
地

か
ら
移
築
さ
れ
な
か
っ
た
建
物
に
も
障
壁
画
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
二
条
城
に
も
た
ら

さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
長
崎

省
吾
関
係
文
書
中
の
『
桂
宮
』
（
資
料
１
）
で
あ
る

）
1
（

。
本
資
料
は
、
桂
宮
御
殿
の
障
壁
画
の

画
題
と
筆
者
を
部
屋
又
は
場
所
ご
と
に
列
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
二
条
城
に
は
移
築
さ

れ
な
か
っ
た
部
分
の
障
壁
画
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
在
、
二
条
城
に
は

伝
来
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
移
築
さ
れ
た
四
棟
の
う
ち
、
御
常
御
殿
は
、
今
出
川
屋
敷
地
で

は
御
書
院
の
東
側
に
位
置
し
て
い
た
の
が
、
移
築
に
あ
た
り
、
御
書
院
の
南
側
に
、
九
〇
度

西
に
向
き
を
回
転
し
て
配
置
さ
れ
た
た
め
、
二
棟
を
つ
な
ぐ
廊
下
も
移
動
さ
れ
た
。
他
の
建

物
の
向
き
は
、
移
築
前
後
で
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
離
れ
て
い
た
建
物
を
接
続
し
た
り
、
廊

下
が
短
く
な
っ
た
り
等
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
変
更
に
よ
り
、
元
は
廊
下
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
が
壁
面
に
な
っ
た
り
、
ま
た
そ
の
逆
に
な
っ
た
り
し
た
た
め
、
廊
下
の
杉
戸
絵

の
中
に
は
、
移
築
後
に
嵌
め
ら
れ
る
位
置
が
変
更
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
も
『
桂
宮
』

で
確
認
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
の
前
提
は
、
移
築
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
障
壁
画
の
制
作
年
代
は
同
一
で
は

な
い
こ
と
で
あ
る
。
移
築
前
の
桂
宮
御
殿
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
数
年
を
か
け

て
今
出
川
屋
敷
地
で
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
御
書
院
は
、
桂
宮
家
の
も
う
一
つ
の
屋

敷
地
、
石
薬
師
御
門
側
に
あ
っ
た
御
殿
か
ら
移
築
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
そ
の
石

薬
師
の
御
殿
は
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
修
理
や
整

備
を
繰
り
返
し
た
建
物
で
あ
る

）
2
（

。
そ
の
た
め
、
最
も
古
い
障
壁
画
は
寛
政
期
に
遡
る
可
能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
桂
宮
日
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
以
下
『
日

記
』
と
記
す
）
か
ら
、
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
も
の
と
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
様
相
を
示
す
本
丸
御
殿
障
壁
画
に
つ
い
て
、
棟
毎
に
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
可
能
な
限
り
、
筆
者
と
制
作
背
景
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一　

玄
関

（
一
）
衝
立

　

西
を
正
面
と
す
る
玄
関
か
ら
入
る
と
、
玄
関
の
間
と
そ
れ
に
続
く
取
次
の
間
か
ら
な
る

三
二
畳
の
大
空
間
が
広
が
る
。
廊
下
を
挟
ん
で
北
に
は
内
玄
関
と
取
次
詰
所
が
、
取
次
の
間

の
東
に
は
二
間
続
き
の
竹
の
間
が
接
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
廊
下
を
挟
ん
で
南
に
使
者
の
間
、

そ
の
東
に
殿
上
の
間
と
公
卿
の
間
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
室
内
に
は
障
壁
画
が
描
か
れ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
現
在
、
取
次
の
間
に
は
、
金
地
墨
画
の
大
原
呑
舟
筆
《
波
濤
に
鷲
図
》
衝
立
（
図

３
）
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
波
の
中
の
岩
に
宿
る
鷲
が
描
か
れ
る
表
面
の
左
端
の
大
波
は
、
裏

面
の
右
端
へ
と
図
様
が
つ
な
が
る
珍
し
い
構
成
を
採
る
。
落
款
は
、
表
面
の
右
下
に
「
呑
舟
」
、

裏
面
の
左
上
に
「
呑
舟
鯤
」
と
あ
る
（
図
４
）
。
『
桂
宮
』
は
、
こ
の
衝
立
は
使
者
の
間
に

表
面
を
北
に
し
て
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
。
筆
者
の
大
原
呑
舟
（
一
七
九
二
～
一
八
五
七
）

は
、
儒
学
者
大
原
呑
響
（
？
～
一
八
一
〇
）
の
子
で
、
四
条
派
の
柴
田
義
董
（
一
七
八
〇
～

【
作
品
紹
介
】
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
本
丸
御
殿
の
障
壁
画　

玄
関
、
御
書
院

松
本　

直
子
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一
八
一
九
）
に
師
事
し
た

）
3
（

。
四
条
派
風
か
ら
与
謝
蕪
村
（
一
七
一
六
～
八
四
）
に
倣
っ
た
南

画
風
の
作
品
、
軽
妙
な
俳
画
風
の
人
物
画
、
ま
た
濃
彩
の
障
壁
画
ま
で
、
幅
広
い
画
風
を
示

す
。
安
政
度
内
裏
造
営
（
一
八
五
五
）
で
は
、
小
御
所
西
庇
南
方
の
杉
戸
《
岩
に
錦
鶏
／
栗

に
猿
》
図
を
担
当
し
た
。
桂
宮
家
に
は
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
、
二
年
、
五
年
に
出
入

り
の
記
録
が
あ
る

）
4
（

。
嘉
永
元
年
の
正
月
に
玄
関
の
立
柱
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
衝
立
の
制

作
年
代
は
、
出
入
り
を
し
て
い
た
嘉
永
元
年
、
二
年
、
五
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
推
測
で

き
る
。
た
だ
し
、
小
川
裕
久
氏
に
よ
る
と
呑
舟
の
落
款
の
「
呑
」
は
、
二
画
目
の
「
一
」
が

天
保
末
年
に
か
け
て
短
く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
天
保
後
期
か
ら
は
三
画
目
の
「
ノ
」

が
短
く
な
り
、
四
画
目
の
払
い
が
長
く
な
っ
て
い
く
と
い
う

）
5
（

。
然
る
に
、
本
衝
立
の
落
款
を

見
る
と
二
画
目
は
短
く
な
い
が
、
三
画
目
に
つ
い
て
は
、
表
面
は
比
較
的
短
く
、
裏
面
は
短

く
は
な
い
。
呑
舟
の
落
款
と
し
て
は
非
常
に
謹
厳
に
書
か
れ
て
お
り
、
宮
家
の
仕
事
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
他
の
作
品
の
落
款
の
傾
向
と
は
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
玄
関
に
は
別
の
屏
風
が
あ
っ
た
。
明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）
の
『
工
事
録
』
に
は
、
二
枚
折
の
「
玄
関
立
屏
風
」
が
、
玄
関
の
建
具
や
壁

に
貼
ら
れ
て
い
た
「
唐
紙
緑
青
地
菊
葉
付
紋
様
」
に
張
り
替
え
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
）
6
（

。
張
り
替
え
前
か
ら
唐
紙
だ
け
の
屏
風
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
二
）
杉
戸
絵

　

以
下
は
、
衝
立
や
屏
風
で
は
な
く
、
建
物
の
構
成
要
素
で
あ
る
障
壁
画
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
御
殿
障
壁
画
の
常
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
は
す
べ
て
落
款
・
印
章
は
無
い
。
障
壁
画
筆
者

に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
『
桂
宮
』
以
外
に
は
、『
京
都
御
所
離
宮
誌
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）（
以

下
『
離
宮
誌
』
と
記
す
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
と
桂
宮
家
に
出
入
り
し
て
い

た
絵
師
の
動
向
か
ら
推
定
す
る

）
7
（

。

　

さ
て
、
玄
関
の
室
内
に
障
壁
画
は
な
い
が
、
廊
下
の
杉
戸
絵
が
二
組
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
公
卿
の
間
前
の
東
廊
下
と
南
渡
廊
下
の
境
に
は
、
北
面
が
《
花
車
図
》
（
図
５
）
、
南
面

が
《
糸
桜
に
鶴
図
》（
図
６
）
の
杉
戸
が
嵌
る
（
図
１
の
①
）
。
筆
者
は
八
木
奇
峰
（
一
八
〇
六

～
七
六
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
《
花
車
図
》
に
見
ら
れ
る
打
ち
込
み
の
強
い
墨
線
は
、
奇
峰
が

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
描
い
た
《
平
経
正
図
》
（
板
絵
著
色
・
竹
生
島
宝
厳
寺
蔵
）
と

共
通
し
、
《
糸
桜
に
鶴
図
》
の
、
向
か
っ
て
右
上
に
伸
び
る
桜
の
枝
ぶ
り
や
下
草
は
、
奇
峰

筆
《
紅
葉
鳩
図
楽
屋
襖
》
（
長
浜
曳
山
祭
神
戸
町
組
孔
雀
山
蔵
）
の
紅
葉
と
似
て
い
る
こ
と

か
ら
、
伝
承
は
正
し
い
と
判
断
で
き
る
。
八
木
奇
峰
は
、
近
江
国
浅
井
郡
下
八
木
村
（
現
在

の
長
浜
市
下
八
木
）
の
弓
削
善
左
衛
門
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た

）
8
（

。
最
初
に
長
浜
在
住
の
京
狩

野
派
の
絵
師
山
縣
岐
鳳
（
一
七
七
六
～
一
八
四
七
）
に
つ
い
て
絵
を
学
び
、
後
に
呉
春
の
後

継
者
で
あ
る
四
条
派
の
松
村
景
文
（
一
七
七
九
～
一
八
四
三
）
を
師
と
し
、
京
都
に
移
る
。

そ
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
東
本
願
寺
の
文
政
度
再
建
（
～
一
八
三
五
）
）
に
お
い
て
、

白
書
院
曲
水
の
間
の
北
の
間
西
側
遣
戸
に
牡
丹
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
そ
れ

以
前
で
あ
る

）
9
（

。

こ
の
杉
戸
絵
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
以
下
に
考
察
す
る
。
玄
関
棟
は
、
弘
化
五

年
（
一
八
四
八
）
正
月
に
立
柱
が
行
わ
れ
、
鬼
瓦
の
一
つ
に
刻
ま
れ
た
銘
か
ら
嘉
永
元

年
（
一
八
四
八
）
九
月
以
降
に
完
成
し
た
こ
と
が
分
か
る

）
10
（

。
一
方
、
奇
峰
は
、
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
八
月
一
日
に
桂
宮
家
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
少
な
く
と

も
嘉
永
五
年
（
一
八
五
一
）
ま
で
出
入
り
の
記
録
が
『
日
記
』
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
）
に
内
裏
が
焼
失
し
た
後
、
桂
宮
御
殿
が
仮
の
皇
居
（
桂
皇
居
）
と
し
て

使
用
さ
れ
た
状
況
を
記
す
図
面
『
桂
皇
居
之
図
』
（
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
）
に
、
「
花
車

杉
戸
」
と
「
舞
楽
杉
戸
」
の
書
入
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
杉
戸
絵
は
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
の
秋
以
降
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
に
は
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
『
日
記
』
嘉
永
五
年
六
月
二
八
日
条
に
八
木
奇
峰
が
参
上
し
「
過
日
御
杉
戸
之
画
調
進
」

と
あ
る
の
が
、
こ
の
杉
戸
の
こ
と
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

　

次
に
南
渡
廊
下
を
東
西
に
間
仕
切
る
杉
戸
を
見
て
み
よ
う
（
図
１
の
②
）
。
こ
れ
は
、
東

面
が
《
梅
に
納
曾
利
図
》
（
図
７
）
、
西
面
が
《
梅
に
蘭
陵
王
図
》
（
図
８
）
で
あ
り
、
先

述
し
た
『
桂
皇
居
之
図
』
に
記
載
さ
れ
る
「
舞
楽
杉
戸
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
八
木

奇
峰
と
同
じ
く
嘉
永
五
年
（
一
八
五
一
）
に
、
所
伝
の
と
お
り
原
在
照
（
一
八
一
三
～

一
八
七
一
）
が
描
い
た
可
能
性
は
高
い
。
と
い
う
の
は
、
在
照
は
同
年
に
桂
宮
へ
頻
繁
に
参

上
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
な
お
、
原
家
は
、
初
代
在
中
（
一
七
五
〇
～
一
八
三
七
）
以
来
代
々

桂
宮
家
に
出
入
り
し
て
い
た

）
12
（

。
在
照
は
、
山
科
家
雑
掌
小
林
家
に
生
ま
れ
る
が
、
原
家
二
代

目
在
明
（
一
七
七
八
～
一
八
四
四
）
の
娘
、
幸
の
婿
と
な
り
、
原
家
三
代
目
を
継
い
だ

）
13
（

。
二

代
在
明
は
、
在
中
の
二
男
で
あ
っ
た
た
め
地
下
官
人
縫
殿
寮
史
生
伊
勢
家
に
養
子
に
出
さ
れ

て
い
た
が
、
兄
在
正
（
生
没
年
不
詳
）
が
文
化
三
年
（
一
八
〇
五
）
に
勘
当
さ
れ
た
た
め
、
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原
家
の
跡
取
り
と
な
り
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
、
伊
勢
姓
か
ら
原
姓
に
戻
し
内
舎

人
に
任
じ
ら
れ
た

）
14
（

。
ま
た
、
こ
の
年
に
在
明
は
勝
山
琢
文
（
一
七
九
三
～
一
八
六
二
）
が
所

持
し
て
い
た
「
春
日
絵
所
」
職
の
株
を
、
在
照
の
た
め
に
購
入
し
た

）
15
（

。
在
照
も
、
天
保
八
年

（
一
八
三
七
）
に
は
内
舎
人
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
在
照
は
、
安
政
度
内
裏
造
営
（
一
八
五
五
）

に
お
い
て
、
御
学
問
所
下
段
を
始
め
と
し
て
多
く
の
障
壁
画
を
手
掛
け
た
。
細
密
な
描
写
か

ら
水
墨
の
瀟
洒
な
花
鳥
図
、
大
木
を
主
軸
に
描
く
大
画
形
式
ま
で
、
幅
広
く
豊
か
な
技
量
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
内
裏
で
担
当
し
た
障
壁
画
の
一
つ
に
、
御
常
御
殿
の
杉
戸
《
陵
王
納

曽
利
／
安
摩
二
舞
》
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
納
曽
利
の
正
面
向
き
で
顔
を
向
か
っ
て
左
に
向

け
る
舞
人
の
図
様
は
、
《
梅
に
納
曽
利
図
》
の
向
か
っ
て
左
の
舞
人
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ま

た
襠
当
の
文
様
も
同
じ
で
あ
る

）
16
（

。
さ
ら
に
は
、
墨
線
の
打
ち
込
み
や
肥
痩
が
両
者
で
共
通
す

る
こ
と
か
ら
、
玄
関
の
舞
楽
を
描
く
杉
戸
絵
は
、
伝
承
通
り
在
照
筆
と
し
て
差
支
え
な
い
だ

ろ
う
。

　

な
お
、
こ
の
杉
戸
は
二
条
城
へ
の
移
築
前
に
は
、
侍
所
前
に
続
く
南
の
渡
廊
下
の
西
端
に

あ
っ
た
が
、
侍
所
は
移
築
さ
れ
ず
渡
り
廊
下
が
短
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
移
築
前
に
南
の

渡
り
廊
下
の
東
に
あ
っ
た
杉
戸
（
東
面
が
長
野
祐
親
筆
《
岩
間
之
大
滝
》
、
西
面
が
原
在
照

筆
《
楓
に
幔
》
と
記
さ
れ
て
い
る
。
）
は
伝
来
し
て
い
な
い
（
資
料
１
）
。

二　

御
書
院

　　

御
書
院
は
、
御
殿
の
主
た
る
対
面
所
で
あ
る
御
書
院
一
の
間
、
二
の
間
、
三
の
間
と
、
そ

の
北
に
接
す
る
四
季
の
間
、
四
季
の
間
と
廊
下
を
挟
ん
で
北
に
位
置
す
る
雲
鶴
一
の
間
、
二

の
間
、
三
の
間
を
擁
す
る
。
こ
の
う
ち
、
御
書
院
一
の
間
か
ら
三
の
間
は
、
桂
宮
家
の
石
薬

師
御
門
の
屋
敷
地
に
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
ま
で
に
、
「
表
御
間
」
と
し
て
建
て
ら
れ

た
と
さ
れ
る

）
17
（

。
四
季
の
間
は
、
同
じ
く
石
薬
師
屋
敷
地
に
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
造

営
さ
れ
た
「
奥
御
座
間
」
か
、
同
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
造
営
の
「
奥
向
」
の
い
ず
れ
か
が

該
当
す
る
と
さ
れ
、
雲
鶴
の
間
は
、
四
季
の
間
と
同
様
に
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
ま
た

は
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
建
て
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う

）
18
（

。
後
に
御
書
院
一
の
間

か
ら
三
の
間
と
な
る
「
表
御
間
」
と
四
季
の
間
は
、
当
初
は
別
棟
に
あ
っ
た
も
の
を
、
文
化

一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
年
末
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
増
改
築
工
事
に
よ
っ
て
、
雲
鶴
の
間

を
含
め
て
現
状
の
配
置
に
な
っ
た
と
い
う

）
19
（

。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

か
ら
数
年
を
か
け
て
、
石
薬
師
屋
敷
地
か
ら
今
出
川
屋
敷
地
へ
移
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

障
壁
画
は
、
公
式
の
対
面
所
の
上
段
で
あ
る
御
書
院
一
の
間
、
四
季
の
間
の
各
部
屋
、
雲

鶴
一
の
間
の
三
か
所
と
、
廊
下
の
杉
戸
絵
が
遺
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
各
部
の
建
築
年
代

が
同
一
で
は
な
く
、
ま
た
改
修
や
移
築
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
障
壁
画
の
制
作
年
代
も

一
様
で
は
な
い
。
建
築
当
初
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
、
改
修
等
に
伴
い
、
当

初
の
障
壁
画
は
失
わ
れ
、
新
た
に
描
き
な
お
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
以
下
、

御
書
院
一
の
間
か
ら
順
に
、
作
品
の
特
徴
と
『
日
記
』
の
記
述
を
基
に
、
所
伝
の
筆
者
の
妥

当
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
一
）
御
書
院
一
の
間

　

御
書
院
一
の
間
に
は
、
東
側
に
あ
る
違
棚
天
袋
の
小
襖
四
枚
に
、
絹
本
金
砂
子
蒔
地
の
《
四

季
草
花
に
尾
長
鳥
図
》
（
図
９
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
南
よ
り
１
は
、
紅
梅
、
白
椿
、
牡
丹
が
、

南
よ
り
２
に
は
、
河
骨
、
藻
草
、
菖
蒲
と
い
っ
た
夏
の
花
が
、
南
よ
り
３
に
は
、
菊
、
女
郎

花
、
芙
蓉
、
桔
梗
の
秋
草
が
、
南
よ
り
４
に
は
、
冬
を
示
す
山
茶
花
、
水
仙
と
赤
い
実
を
つ

け
た
千
両
が
描
か
れ
て
い
る
。
草
花
は
、
付
立
や
盛
上
げ
胡
粉
の
技
法
も
駆
使
し
な
が
ら
精

緻
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
小
襖
の
筆
者
は
、
原
在
照
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
玄
関
の
杉
戸
と
同
時
期
に
描
か
れ
た

と
す
る
な
ら
ば
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
制
作
と
な
る
が
、
在
照
は
淑
子
内
親
王
（
一
八
二
九

～
八
一
）
の
桂
宮
家
相
続
に
備
え
て
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
御
絵
御

用
」
に
も
参
加
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
の
可
能
性
も
あ
る

）
20
（

。
本
作
に
つ
い
て
は
、
在
照
の

手
に
な
る
類
似
画
題
の
作
品
と
の
比
較
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、
様
式
面
か
ら
も
確
実
に
在

照
筆
と
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
御
書
院
が
現
在
の
間
取
り
と
な
っ
た
文
化
一
四
年

（
一
八
一
七
）
の
前
年
の
一
二
月
に
、
在
照
の
岳
父
で
あ
る
在
明
、
そ
の
父
で
原
派
初
代
の

在
中
が
、
「
御
絵
御
用
」
の
願
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
作
品
で
あ
る
可
能

性
も
残
さ
れ
て
い
る

）
21
（

。

（
二
）
四
季
の
間

　

次
に
四
季
の
間
の
障
壁
画
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
春
夏
秋
冬
の
名
が
つ
け
ら
れ
る
四
つ

作品紹介
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の
部
屋
が
田
の
字
型
に
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
景
を
描
く
障
壁
画
と
な
っ

て
い
る
。
春
の
間
は
、
松
と
満
開
の
山
桜
が
点
在
す
る
丘
陵
が
墨
画
淡
彩
で
描
か
れ
て
お

り
、
筆
者
は
円
山
応
立
（
一
八
一
七
～
一
八
七
五
）
と
伝
わ
る
（
図
10
）
。
応
立
は
、
円
山

応
挙
（
一
七
三
三
～
九
五
）
を
祖
と
す
る
円
山
派
の
四
代
目
で
あ
る
。
実
父
は
並
河
源
章

（
生
没
年
不
詳
）
の
門
人
で
あ
っ
た
寺
井
久
次
郎
で
、
応
挙
の
高
弟
島
田
元
直
（
一
七
三
六

～
一
八
一
九
）
の
孫
に
あ
た
る
島
田
徳
直
の
猶
子
と
な
っ
た
後
、
円
山
応
震
（
一
七
九
〇
～

一
八
三
八
）
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
と
い
う

）
22
（

。
山
並
み
を
連
ね
た
中
に
す
や
り
霞
を
配
し
、
木
々

は
付
立
の
技
法
で
描
か
れ
、
全
体
と
し
て
温
和
な
雰
囲
気
を
伝
え
る
。
大
床
と
南
の
壁
貼
付

一
面
と
襖
二
面
の
み
砂
子
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
砂
子
の
一
部
は
後
補
で
あ
る
。
応
立
は
、

安
政
度
内
裏
造
営
に
お
い
て
、
皇
后
宮
常
御
殿
御
小
座
敷
下
の
間
に
《
塩
釜
の
浦
図
》
、
御

学
問
所
山
吹
之
間
に
《
山
吹
図
》
、
御
常
御
殿
三
之
間
に
《
和
歌
之
意
図
》
を
描
い
た
。
ま

た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
、
伏
見
宮
家
か
ら
将
軍
家
へ
贈
ら
れ
た
「
御
屏
風
二
帖
一
双　

極
彩
色　

惣
金
極
彩
色　

四
季
花
鳥
」
を
描
い
た
と
す
る
記
録
が
あ
る

）
23
（

。

　

夏
の
間
は
、
西
に
田
植
え
の
農
夫
、
北
に
柴
を
担
ぐ
人
物
を
田
家
と
共
に
描
き
、
南
に
は

柳
の
生
い
茂
る
水
辺
に
舟
に
乗
る
二
人
の
人
物
が
描
か
れ
る
（
図
11
）
。
東
の
腰
障
子
貼
付

に
は
水
辺
が
続
く
。
短
い
単
純
な
線
を
繰
り
返
し
重
ね
る
皴
や
、
人
物
の
頭
身
や
顔
は
、
呉

春
（
一
七
五
二
～
一
八
一
一
）
に
倣
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
『
桂
宮
』
は
、

こ
の
障
壁
画
に
つ
い
て
「
筆
者
不
詳
」
と
し
、
『
離
宮
誌
』
は
田
村
挙
秀
と
す
る
。
田
村
挙

秀
は
、
多
村
挙
秀
（
一
七
八
九
～
不
詳
）
の
別
表
記
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
画
家
は
、
宝

暦
年
間
以
降
、
代
々
、
内
蔵
寮
史
生
と
い
う
職
を
預
か
る
地
下
官
人
の
清
原
氏
の
四
代
目
で
、

名
は
久
成
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
伊
勢
介
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

）
24
（

。
円
山
応
瑞
（
一
七
六
六

～
一
八
二
九
）
ま
た
は
木
下
応
受
（
一
七
七
七
～
一
八
一
五
）
の
門
人
と
言
わ
れ
る
が
、『
皇

都
書
画
人
名
録
』
に
は
「
土
佐
家
門
人
」
と
記
す

）
25
（

。
安
政
度
内
裏
造
営
の
際
に
は
、
若
宮
御

殿
二
之
間
に
《
梅
に
鶴
図
》
一
六
面
や
、
御
涼
所
の
上
の
間
の
障
壁
画
を
描
い
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
と
夏
の
間
の
障
壁
画
に
近
似
性
は
特
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、
筆
者
問
題
は
引
き
続
き

検
討
を
要
す
る
。

　

秋
の
間
は
、
水
墨
を
主
体
に
山
水
が
描
か
れ
る
。
画
面
は
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
北
面
で

は
、
画
面
中
央
の
低
い
位
置
に
木
々
に
囲
ま
れ
た
草
葺
き
の
家
が
数
軒
描
か
れ
る
（
図
12
）
。

東
面
は
中
央
左
に
遠
山
を
配
し
、
中
央
の
渓
谷
を
挟
む
山
水
景
と
な
っ
て
い
る
。
南
面
は
中

央
の
左
よ
り
の
山
の
斜
面
に
番
の
鹿
を
小
さ
く
描
い
て
い
る
。
西
の
障
子
腰
貼
付
に
は
、
稲

架
、
稲
束
を
運
ぶ
牛
と
人
物
、
刈
入
の
終
わ
っ
た
田
が
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
岸
竹

堂
（
一
八
二
六
～
一
八
九
七
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
山
や
岩
を
角
の
多
い
線
を
重
ね
て
作
り
上

げ
、
濃
墨
の
点
苔
を
描
き
こ
む
筆
致
は
、
岸
駒
（
一
七
四
九
／
一
七
五
六
～
一
八
三
九
）
以

来
の
岸
派
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
。
北
面
東
か
ら
４
の
襖
に
描
か
れ
る
枯
木
に
泊
ま
る
烏

の
群
は
、
二
番
目
の
師
匠
で
あ
る
狩
野
永
岳
（
一
七
九
〇
～
一
八
六
三
）
が
妙
心
寺
隣
華
院

の
仏
間
裏
納
戸
に
描
い
た
枯
木
に
群
烏
に
通
じ
て
い
る
。
竹
堂
は
、
彦
根
藩
の
代
官
、
寺
居

孫
二
郎
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
一
一
歳
か
ら
彦
根
藩
士
の
中
島
安
泰
（
生
没
年
不
詳
）
に

つ
い
て
江
戸
狩
野
の
画
法
を
学
ん
だ
。
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
、
一
七
歳
で
京
に
出
て
、

狩
野
永
岳
に
師
事
す
る
が
、
翌
年
に
は
、
岸
連
山
（
一
八
〇
四
～
一
八
五
九
）
の
門
下
に
移

り
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
連
山
の
娘
と
結
婚
し
、
岸
派
四
代
目
を
継
い
だ

）
26
（

。
竹
堂
も

安
政
度
内
裏
造
営
に
参
加
し
て
お
り
、
小
御
所
杉
戸
絵
《
伯
牙
鍾
子
期
図
》
《
王
質
図
》
（
以

上
二
点
は
焼
失
）
を
描
い
た
。
竹
堂
は
、
幕
末
明
治
初
期
の
混
乱
期
を
乗
り
越
え
た
後
、
明

治
一
〇
年
代
後
半
か
ら
は
博
覧
会
等
に
出
品
し
て
受
賞
す
る
な
ど
活
躍
し
、
明
治
二
九
年

（
一
八
九
四
）
に
は
帝
室
技
芸
員
と
な
っ
た
。

　

冬
の
間
は
、
雪
深
い
山
村
が
淡
彩
で
描
か
れ
て
お
り
、
筆
者
は
星
野
蝉
水
（
一
八
四
三
～

一
九
〇
二
）
と
『
離
宮
誌
』
は
伝
え
る
（
図
13
）
。
し
か
し
、
『
桂
宮
』
で
は
筆
者
不
詳
と
さ

れ
る
。
蝉
水
は
、
初
め
馬
千
代
、
後
に
馬
彦
と
名
乗
り
、
本
名
は
真
直

）
27
（

。
賀
茂
社
の
祢
宜
、

松
田
直
兄
（
一
七
八
三
～
一
八
五
四
）
の
子
で
正
四
位
下
、
因
幡
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
明
治
五

年
に
は
神
祇
省
に
出
仕
し
、
絵
は
多
村
挙
秀
と
円
山
応
立
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る

）
28
（

。
ま
た
、「
画

法
を
谷
文
晁
に
学
ぶ
」
と
す
る
書
も
あ
る

）
29
（

。
安
政
度
内
裏
造
営
で
は
、
御
花
御
殿
の
東
御
縁

座
敷
南
方
の
杉
戸
に
《
花
車
図
》
《
養
老
滝
図
》
を
描
い
た
。
蝉
水
（
真
直
）
は
、
二
条
城

が
離
宮
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
障
壁
画
修
理
（
補
彩
）
に
、
「
御
絵
繕
之
願
」
を
宮
内
省
に

提
出
し
た
上
で
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
四
）
五
月
か
ら
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は

蝉
水
の
履
歴
や
画
歴
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

）
30
（

。
画
風
か
ら
の
筆
者
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

　

以
上
の
四
室
の
障
壁
画
の
制
作
年
代
は
、
筆
者
た
ち
の
桂
宮
家
へ
の
出
入
り
か
ら
、
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
以
降
と
比
定
さ
れ
て
い
る

）
31
（

。
竹
堂
の
年
齢
か
ら
も
こ
の
時
期
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
御
常
御
殿
の
障
壁
画
制
作
と
同
様
に
、
淑
子
内
親
王
の
相
続
に
伴
う
新

旧二条離宮（二条城）本丸御殿の障壁画　玄関、御書院（松本）
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規
の
障
壁
画
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。

　

四
季
の
間
の
障
壁
画
の
う
ち
、
春
の
間
違
棚
小
襖
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
以
降
の
制

作
で
は
な
く
、
制
作
年
代
が
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
。
『
桂

宮
』
は
春
の
間
の
筆
者
を
応
立
と
す
る
一
方
で
、
違
棚
小
襖
に
つ
い
て
は
「
筆
者
不
詳
」
と

記
し
て
い
る
。
『
離
宮
誌
』
も
筆
者
不
詳
と
し
つ
つ
「
古
物
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
天
袋
小
襖
は
『
桂
宮
』
に
は
《
海
邊
之
景
》
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に

住
𠮷
社
を
描
い
た
も
の
で
、
現
在
は
《
住
吉
社
頭
図
》
と
呼
ん
で
い
る
（
図
14
）
。
こ
れ
を

冷
泉
為
恭
（
一
八
二
三
～
六
四
）
筆
と
す
る
説
が
あ
り
、
武
田
恒
夫
氏
は
そ
れ
を
支
持
さ
れ

て
い
る

）
32
（

。
一
方
、
『
日
記
』
に
為
恭
が
出
入
り
し
て
い
た
記
録
は
無
い
た
め
、
む
し
ろ
出
入

り
の
記
録
が
あ
る
復
古
大
和
絵
の
先
駆
者
、
田
中
訥
言
（
一
七
六
七
～
一
八
二
三
）
を
筆
者

と
見
る
説
も
あ
る

）
33
（

。
こ
の
《
住
吉
社
頭
図
》
は
、
《
佐
竹
本
三
六
歌
仙
絵
巻
断
簡
》
の
《
住

吉
明
神
》
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
天
袋
四
面
と
い
う
横
長
の
画
面

に
描
く
た
め
、
佐
竹
本
の
図
様
を
横
に
引
き
延
ば
し
、
さ
ら
に
画
面
の
右
端
に
は
水
辺
と
対

岸
の
野
筋
や
田
圃
、
す
や
り
霞
を
加
え
、
左
端
に
は
海
辺
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
住
吉
明
神

の
お
使
い
で
あ
る
鷺
を
、
原
本
で
は
州
浜
に
五
羽
描
か
れ
て
い
た
の
を
、
海
上
に
八
羽
に
す

る
な
ど
の
改
変
を
行
っ
て
い
る
。
訥
言
は
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
桂
宮
家
に
出

入
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
遡
る
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
《
住
吉
明
神
》
の
模
写
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訥
言
が
模
写
の
成
果
を
生
か
し
て
制
作
し
た
と
想
定
で
き
る

）
34
（

。
残

る
地
袋
の
《
貝
図
》
（
口
絵
３
）
に
つ
い
て
は
、
《
住
吉
社
頭
図
》
に
合
わ
せ
た
主
題
と
考
え

ら
れ
る
。
住
𠮷
（
住
之
江
）
の
和
歌
に
現
れ
る
語
句
と
し
て
は
、
「
松
」
が
突
出
し
て
多
く
、

「
波
」
「
岸
」
も
頻
繁
に
詠
わ
れ
る

）
35
（

。
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
出
現
度
は
低
い
が
「
貝
」
も
合
わ

せ
て
詠
わ
れ
る

）
36
（

。
《
貝
図
》
は
、
波
打
ち
際
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
貝
を
描
い
て
お
り
、
天
袋

と
合
わ
せ
る
と
次
の
よ
う
な
歌
を
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
に
行
か
む
住
吉
の
岸
に
寄
る
と
い
ふ
恋
忘
れ
貝
」
（
万
葉
集
巻
七
）

「
住
吉
の
浜
に
寄
る
と
い
ふ
う
つ
せ
貝
実
な
き
言
も
ち
我
れ
恋
ひ
め
や
も
」
（
万
葉
集
巻

一
一
）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
《
貝
図
》
は
《
住
吉
社
頭
図
》
と
同
時
に
描
か
れ
た
と
判
断
で
き
る
。

い
ず
れ
も
絹
本
に
、
柔
ら
か
く
繊
細
な
筆
致
で
描
か
れ
て
お
り
、
と
も
に
訥
言
筆
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訥
言
は
、
尾
張
出
身
と
さ
れ
、
幼
少
時
に
仏
門
に
入
り
、
比

叡
山
延
暦
寺
で
天
台
宗
を
学
ぶ

）
37
（

。
京
都
で
石
田
幽
汀
（
一
七
二
一
～
八
六
）
に
狩
野
派
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
、
還
俗
し
て
土
佐
光
貞
（
一
七
三
八
～
一
八
〇
六
）
の
門
下
に
入
っ
た
。
天

明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
二
二
歳
で
法
橋
叙
任
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
内
裏
造
営
で

は
、
常
御
殿
御
座
敷
下
之
間
の
杉
戸
絵
《
花
鳥
図
》
を
担
当
し
た
。

（
三
）
雲
鶴
一
の
間

　

次
に
雲
鶴
一
の
間
の
違
棚
に
残
る
天
袋
小
襖
《
海
辺
春
景
図
》
（
口
絵
１
）
と
地
袋
小
襖

《
海
辺
秋
景
図
》
（
口
絵
２
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
い
ず
れ
も
海
辺
と
漁
村
を
描
き
、
春
景

に
は
桜
が
、
秋
景
に
は
紅
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
松
や
岩
、
遠
山
に
は
鮮
や
か
な
緑
青
が

使
わ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
筆
者
不
詳
と
さ
れ
る
が
、
雲
鶴
の
間
が
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）

に
新
造
さ
れ
た
「
奥
向
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
年
の
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
「
新
御
殿

御
絵
」
の
御
用
を
勤
め
た
鶴
沢
探
泉
（
一
七
五
五
～
一
八
一
六
）
筆
と
考
え
ら
れ
る

）
38
（

。
『
日
記
』

か
ら
は
、
「
小
襖
」
「
杉
戸
」
「
襖
」
「
絹
障
子
絵
」
の
制
作
を
手
掛
け
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る

が
、
こ
の
う
ち
の
「
小
襖
」
が
現
存
小
襖
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
39
（

。
描
か
れ
て

い
る
岩
や
樹
木
の
形
状
と
筆
致
か
ら
も
、
鶴
沢
派
の
作
品
と
す
る
に
違
和
感
は
無
い
。
た
だ

し
、
探
泉
の
同
様
の
画
題
の
作
例
と
の
比
較
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
探
泉
は
、
鶴
沢
派
の

三
代
目
当
主
探
索
（
一
七
二
九
～
九
七
）
の
養
子
又
は
婿
養
子
で
、
四
代
目
を
継
い
だ
。
寛

政
度
内
裏
造
営
に
探
索
と
と
も
に
参
加
し
、
小
御
所
東
庇
南
方
布
障
子
、
常
御
殿
中
段
を
担

当
し
た
。

（
四
）
杉
戸
絵

　

次
に
御
書
院
に
属
す
る
杉
戸
四
箇
所
八
組
（
一
六
面
）
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
の
う

ち
三
箇
所
に
つ
い
て
は
、
移
築
前
後
で
杉
戸
の
位
置
が
異
な
る
こ
と
が
資
料
か
ら
分
か
っ
て

い
る

）
40
（

。
さ
ら
に
は
、
御
書
院
が
現
在
の
規
模
に
な
る
ま
で
の
経
緯
が
複
雑
で
あ
る
た
め
、
す

べ
て
の
杉
戸
が
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
《
竹
に
虎
図

／
松
に
鶴
図
》
（
図
１
の
③
、
図
15
）
、
《
牡
丹
に
唐
獅
子
図
／
桐
に
鳳
凰
図
》
（
図
１
の
④
、

図
16
）
、
《
渓
流
に
草
花
図
／
花
鳥
図
》
（
図
１
の
⑤
、
図
17
）
は
、
杉
板
の
木
目
か
ら
一
本

の
木
か
ら
準
備
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
た
め
、
同
時
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
探
泉
の
御
用
に
「
杉
戸
」
が
含
ま
れ
て
い

作品紹介

158



る
が
、
《
牡
丹
に
唐
獅
子
図
》
の
唐
獅
子
は
図
様
、
筆
致
と
も
に
探
泉
筆
《
唐
獅
子
図
》
衝

立
（
清
水
寺
成
就
院
蔵
）
と
共
通
す
る
特
徴
が
多
く
、
こ
れ
も
探
泉
の
筆
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、『
桂
宮
』『
離
宮
誌
』
と
も
に
、こ
の
杉
戸
の
筆
者
を
「
鶴
沢
某
」
と
記
し
て
い
る
。
《
竹

に
虎
図
／
松
に
鶴
図
》
に
つ
い
て
は
探
泉
に
よ
る
同
主
題
と
比
較
で
き
て
い
な
い
た
め
、
探

泉
筆
と
断
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
各
モ
チ
ー
フ
に
は
、
江
戸
狩
野
や
鶴
沢
派
の
作
例
と
共

通
す
る
図
様
や
筆
致
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
鶴
沢
派
」
と
ま
で
は
言
い
切
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
次
に
、《
渓
流
に
草
花
図
／
花
鳥
図
》
は
『
離
宮
誌
』
で
は
長
澤
芦
洲
（
一
七
八
七

～
一
八
四
七
）
と
さ
れ
る
が
、『
桂
宮
』
で
は
、「
長
澤
芦
舟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
芦
洲
は
、

長
澤
芦
雪
の
弟
子
で
後
に
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
、
そ
の
子
芦
鳳
（
一
八
〇
四
～
七
一
）
は

芦
雪
の
肖
像
画
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
一
方
、
芦
舟
に
つ
い
て
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
、
長
澤
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
回
向
院
に
あ
る
碑
文
か
ら
判
明
す
る
の

み
で
、
詳
し
い
経
歴
は
不
明
で
あ
る

）
41
（

。
安
政
度
内
裏
造
営
に
お
い
て
、
御
花
御
殿
北
縁
座
敷

杉
戸
に
《
須
磨
・
明
石
》
を
描
い
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
作
を
芦
洲
ま

た
は
芦
舟
が
描
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
芦
舟
に
つ
い
て
は
出
入
り
の
記
録
が
無

い
が
、
芦
洲
は
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら
桂
宮
家
に
出
入
り
し
て
お
り
、
文
化
一
三

年
（
一
八
一
六
）
一
二
月
に
「
御
絵
御
用
」
の
願
書
を
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
桂
宮

家
で
何
ら
か
の
御
用
を
勤
め
た
可
能
性
が
高
い

）
42
（

。
こ
の
時
、
原
在
中
及
び
在
明
と
波
々
伯
部

龍
岷
も
願
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
翌
年
に
御
書
院
三
の
間
が
拡
張
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
の
で
、
御
書
院
関
連
の
御
用
と
推
測
で
き
る

）
43
（

。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
御
用
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
杉
戸
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
杉
板
の

点
か
ら
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
探
泉
を
中
心
に
行
わ
れ
た
障
壁
画
制
作
の
中
で
探
泉

本
人
で
は
な
い
周
辺
画
家
が
描
い
た
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
残
る
《
松
に
鶴
図
／
岩
に
亀
図
》
（
図
１
の
⑥
、
図
18
）
杉
戸
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
の
杉
戸
は
板
も
顔
料
の
色
も
先
に
検
討
し
た
三
箇
所
の
杉
戸
よ
り
明
る
く
、
新
し
い
印
象

を
受
け
る
。
同
様
に
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
杉
戸
が
御
常
御
殿
に
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
淑
子
内
親
王
の
相
続
に
伴
う
「
御
絵
御
用
」
の
際
に
制
作
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。
本
図
の
筆
者
は
、
文
久
二
年
の
「
御
絵
御
用
」
に
参
加
し
て
い
る
鶴
沢

探
真
（
一
八
三
四
～
九
三
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
探
真
は
、
鶴
沢
派
の
七
代
目
当
主
で
あ
り
、

先
述
し
た
探
泉
の
孫
に
あ
た
る
。
安
政
度
内
裏
造
営
で
は
、
小
御
所
中
段
、
常
御
所
中
段
、

准
后
常
御
殿
下
段
な
ど
、
二
〇
代
に
し
て
重
要
な
部
屋
の
障
壁
画
を
任
さ
れ
て
い
る
。
本
杉

戸
絵
は
探
真
筆
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
い
が
、
樹
木
や
岩
の
描
き
方
か
ら
鶴
沢
派
の
作
例
と

見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　　

本
稿
で
は
、
本
丸
御
殿
の
玄
関
と
御
書
院
の
障
壁
画
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
示
し
、
制

作
年
代
や
筆
者
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
の
見
解
を
示
し
た
。
一
九
世
紀
の
京
都
で
活
躍
し
た

画
家
に
つ
い
て
は
研
究
が
十
分
に
進
ん
で
お
ら
ず
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
筆
者
の
作
例
と
の
比

較
が
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
。
今
後
は
、
他
の
作
例
と
の
比
較
を
進
め
る
と
と
も
に
、『
日

記
』
の
記
事
に
加
え
、
そ
れ
以
外
の
同
時
代
史
料
も
視
野
に
入
れ
、
考
察
を
深
め
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

こ
の
資
料
は
、『
御
所
』『
大
宮
御
所
』『
皇
后
宮
御
所
』『
桂
離
宮
』『
二
条
離
宮
』『
修
学
院
離
宮
』

『
桂
離
宮
御
幸
御
殿
御
棚
之
図
』
と
と
も
に
『
号
外
之
１
』
と
記
さ
れ
た
封
筒
に
一
括
封
入

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
主
殿
寮
出
張
所
の
罫
紙
に
書
か
れ
、
長
崎
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
。
主
殿
寮
出
張
所
は
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
二
月
に
桂
宮
御
殿
に
設
置
さ
れ

て
い
た
宮
内
庁
支
庁
を
廃
し
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）

一
〇
月
に
廃
さ
れ
た
。
一
方
、
長
崎
は
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
宮
内
省
に
入
り
、

後
に
宮
内
顧
問
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
以
上
か
ら
、
こ
の
文
書
は
明
治
一
九
年
二
月
以
降
に

作
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

（
2
）　

荒
井
朝
江
・
西
和
夫
「
二
条
城
本
丸
旧
桂
宮
御
殿
の
前
身
建
物
と
そ
の
造
営
年
代
に
つ
い

て
：
桂
宮
家
石
薬
師
屋
敷
寛
政
度
造
営
建
物
と
今
出
川
屋
敷
へ
の
移
築
」
（
『
日
本
建
築
学

会
計
画
系
論
文
報
告
集
』
三
八
七
、
一
九
八
八
年
）
、
西
和
夫
・
津
田
良
樹
・
小
沢
朝
江
「
二

条
城
本
丸
旧
桂
宮
御
殿
の
造
営
と
障
壁
画
に
つ
い
て
：
桂
宮
家
御
殿
造
営
と
御
出
入
絵
師

（
１
）
」
（
『
研
究
報
告
集　

計
画
系
』
六
一
、
日
本
建
築
学
会
、
一
九
九
一
年
）

（
3
）　

小
川
裕
久
「
大
原
呑
舟
《
鹿
図
》
に
つ
い
て
」
（
『
史
窓
』
四
六
、
二
〇
一
六
年
）

（
4
）　

『
日
記
』
嘉
永
元
年
九
月
二
八
日
条
、
嘉
永
二
年
正
月
一
二
日
条
、
同
六
月
一
四
日
条
、
嘉

永
五
年
六
月
一
九
日
条
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（
5
）　

小
川
二
〇
一
六
年

（
6
）　

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
『
重
要
文
化
財
二
条
城
本
丸
御
殿
玄
関
修
理
工
事
報
告
書
』
第

七
集
、
一
九
八
六
年

（
7
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年

（
8
）　

以
下
、
八
木
奇
峰
の
経
歴
は
、『
八
木
奇
峰
と
二
人
の
師
匠
』
（
長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物
館
、

二
〇
〇
九
年
）
に
拠
る
。

（
9
）　

「
東
本
願
寺
障
壁
画　

筆
者
関
係
古
記
録　

資
料
三　

文
政
再
建
御
座
敷
御
絵
記
」
（
『
明

治
造
営
百
年　

東
本
願
寺
』
上
、
真
宗
大
谷
派
本
廟
維
持
財
団
、
一
九
七
八
年
）
七
八
～

七
九
頁

（
10
）　

荒
井
・
西
一
九
八
八
年

（
11
）　

嘉
永
四
年
は
、
節
句
の
挨
拶
の
た
め
の
参
上
の
記
録
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
嘉
永
五
年
に
は
、

そ
れ
以
外
の
参
上
が
あ
る
（
二
月
二
二
日
、
三
月
六
日
、
六
月
八
日
）
。
ま
た
、
在
照
以
外

の
画
家
の
出
入
り
も
前
年
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
新
造
さ
れ
た
建
物
の

御
絵
御
用
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
『
日
記
』
の
う
ち
、
嘉
永
四
年
は
一
〇

月
一
九
日
以
降
が
、
同
五
年
は
九
月
一
七
日
以
降
が
残
っ
て
い
な
い
。

（
12
）　

『
日
記
』
寛
政
一
二
年
正
月
三
日
条
の
在
中
、
在
正
の
参
賀
が
初
出
か
。
天
保
一
四
年
五
月

四
日
条
に
は
在
明
が
桂
離
宮
の
「
御
絵
御
用
」
を
勤
め
た
記
事
が
あ
る
。
西
・
津
田
・
小

沢
一
九
九
一
年

（
13
）　

京
都
府
総
合
資
料
館
編
『
京
都
画
派
の
名
家　

原
在
中
と
そ
の
流
派
』
一
九
七
六
年

（
14
）　

福
田
道
宏
「
文
化
四
年
、
原
在
明
の
江
戸
下
校
と
享
和
・
文
化
年
間
、
原
家
の
動
向
」
（
『
京

都
造
形
芸
術
大
学
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
15
）　

福
田
道
宏
「
近
世
後
期
『
春
日
絵
所
』
考
―
天
保
五
年
、
原
在
照
へ
の
「
絵
所
」
職
株
譲

渡
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
美
術
史
研
究
』
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）

（
16
）　

冷
泉
為
人
「
《
陵
王
納
曽
利
・
安
摩
二
舞
》
作
品
解
説
」
（
『
皇
室
の
至
宝
七　

御
物　

障
屏
・

調
度
Ⅱ
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
）
二
二
一
～
二
二
二
頁

（
17
）　

荒
井
・
西
一
九
八
八
年

（
18
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年

（
19
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年

（
20
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年
、
『
日
記
』
文
久
二
年
一
二
月
五
日
条

（
21
）　

『
日
記
』
文
化
一
三
年
一
二
月
朔
日
条

（
22
）　

『
円
山
派
陳
列
目
録
』（
京
都
帝
室
博
物
館
、
一
九
〇
八
年
）
、『
地
下
家
伝
』
第
一
四
～
二
〇
（
日

本
古
典
全
集　

第
六
期
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
八
年
）
八
九
二
～
八
九
三
頁
、『
京

の
絵
師
は
百
花
繚
乱
』
画
家
解
説
よ
り
（
京
都
文
化
博
物
館
、
一
九
九
八
年
）
二
九
三
頁

（
23
）　

『
大
日
本
維
新
資
料
集
』
第
三
篇
第
四

（
24
）　

『
地
下
家
伝
』
第
一
～
七
（
日
本
古
典
全
集　

第
六
期
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
）

一
二
二
頁

（
25
）　

『
京
の
絵
師
は
百
花
繚
乱
』
画
家
解
説
よ
り
（
京
都
文
化
博
物
館
、
一
九
九
八
年
）
二
八
四

頁

（
26
）　

豊
田
豊
『
岸
竹
堂
伝
』
（
荘
人
社
、
一
九
三
二
年
）
、
大
橋
乗
保
「
岸
竹
堂
考
」
（
『
京
都
工

芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
研
究
報
告　

人
文
』
二
〇
、
一
九
七
二
年
）
、
与
謝
野
町
立
江
山
文

庫
『
近
代
日
本
画
の
足
音　

岸
竹
堂
の
絵
画
』
（
与
謝
野
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年
）

（
27
）　

目
録
詳
細
／
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図　

新
古
系
図　

第
七
巻
（
直
）
（adeac.jp

）

（
28
）　

農
商
務
省
博
覧
会
掛
編
『
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜　

第
２
回
』
（
国
文
社
、

一
八
八
四
年
）
二
二
〇
頁

（
29
）　

狩
野
素
川
（
寿
信
）
編
『
本
朝
画
家
人
名
辞
書　

下
』
（
大
倉
保
五
郎
、
一
八
九
三
年
）

二
五
二
頁

（
30
）　

『
二
条
離
宮
修
繕
工
事
録
』
六
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
明
治
一
九
年
五
月
二
七
日
条
、
『
明

治
一
八
年
～
二
〇
年　

二
條
離
宮
修
繕
工
事
録
一　

伺
及
往
復
書
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

（
31
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年

（
32
）　

武
田
恒
夫
「
障
壁
画
（
二
）
―
二
之
丸
御
殿
大
広
間
、
式
台
、
黒
書
院
と
本
丸
御
殿
―
」（
『
元

離
宮
二
条
城
』
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
三
六
六
頁

（
33
）　

西
・
津
田
・
小
沢
一
九
九
一
年
で
は
、
寛
政
一
二
年
に
「
御
立
入
」
を
許
さ
れ
る
と
す
る
が
、

寛
政
一
一
年
七
月
九
日
条
に
訥
言
が
参
上
し
、
「
昨
日
御
目
録
拝
領
申
御
礼
」
と
あ
る
。

（
34
）　

「
作
品
解
説
」
７
（
『
尾
張
の
や
ま
と
絵　

田
中
訥
言
』
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、

二
〇
〇
六
年
）

（
35
）　

日
文
研
和
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（nichibun.ac.jp

）
の
語
句
検
索
で
は
、
「
す
み
の
え
」
の

和
歌
四
二
五
件
の
う
ち
、
「
ま
つ
」
は
二
二
五
件
、
「
な
み
」
は
一
八
二
件
、
「
き
し
」
は

一
一
二
件
登
場
す
る
の
に
対
し
、
か
け
こ
と
ば
も
含
ん
で
「
貝
」
と
と
れ
る
「
か
ひ
」
は

作品紹介
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二
二
件
で
あ
っ
た
。

（
36
）　

鈴
木
幸
人
「
京
都
襖
絵
再
見
記
６　

青
蓮
院
」
（
『
茶
道
雑
誌
』
六
八
、
二
〇
〇
四
年
）

（
37
）　

田
中
訥
言
の
伝
記
は
朝
日
美
砂
子
「
田
中
訥
言
―
走
り
続
け
た
画
家
」
（
『
尾
張
の
や
ま
と

絵　

田
中
訥
言
』
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
拠
る
。

（
38
）　

探
泉
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
公
一
「
鶴
沢
探
泉
に
つ
い
て
：
生
ま
れ
年
と
家
督
相
続
」
（
『
芸

術
文
化
研
究
』
二
一
、
大
阪
芸
術
大
学
大
学
院
芸
術
研
究
科
、
二
〇
一
七
年
）
に
拠
る
。

（
39
）　

『
日
記
』
寛
政
一
二
年
三
月
一
〇
日
条
、
同
一
五
日
条
、
同
二
〇
日
条
、
同
三
〇
日
条
、
同

年
四
月
二
〇
日
条
、
三
〇
日
条

（
40
）　

移
築
前
の
状
況
は
、
「
桂
宮
御
中
書
院
地
之
間
図
」
（
『
工
事
録　

５　

明
治
二
七
年
』
の

う
ち
「
明
治
二
十
七
年
度
桂
宮
二
条
本
丸
改
築
費
乙
」
簿
冊
所
収
）
及
び
、
『
桂
宮
』
（
国

会
図
書
館
所
蔵
）
（
資
料
１
）
に
拠
る
。
な
お
、
現
在
の
杉
戸
の
位
置
は
、
『
工
事
録　

４　

明
治
二
七
年
』
内
の
「
明
治
二
十
七
年
度
桂
宮
二
条
本
丸
改
築
費
甲
」
簿
冊
中
の
「
桂
宮

御
書
院
及
御
廊
下
地
之
間
図
（
写
）
」
と
一
致
し
て
い
る
。

（
41
）　

『
東
洋
美
術
大
鑑
』
第
六
冊
（
審
美
書
院
、
一
九
〇
九
年
）
五
五
五
頁

（
42
）　

『
日
記
』
文
化
一
三
年
一
二
月
一
一
年
条

（
43
）　

注
21
、
『
日
記
』
文
化
一
三
年
一
二
月
二
一
日
条

資
料
１　

〔
号
外
之
１　

御
所　

他
〕
『
桂
宮
』
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

桂
宮　

弘
化
年
中
建
築　
　

「
（
朱
文
方
印
）

長
崎
蔵
書
之
印
」

一　

常
御
殿

上
段襖　

　
　
　
　
　
　
　

絵　

松
ニ
鶴

床
張
付　
　
　
　
　
　

同　

同

違
棚
并
障
子
腰
張
付　

同　

山
ニ
小
松

小
襖　
　
　
　
　
　
　

同　

上
四
枚　

鶴

下
貮
枚　

岩
上
ニ
竹
緑
毛
之
亀

狩
野
永
岳
筆

二
之
間

襖
并
障
子
腰
張
付　
　

絵　

四
季
草
花

中
嶌
来
章
筆

三
之
間

襖　
　
　
　
　
　
　
　

絵　

倭
之
耕
作

障
子
腰
張
付　
　
　
　

同　

同

中
嶋
華
陽
筆

四
之
間

襖
并
張
付　
　
　
　
　

絵　

春
秋
之
花
鳥

違
棚
小
襖　
　
　
　
　

同　

上
四
枚　

小
鳥

下
貮
枚　

柴
垣
ニ
萩
野
菊

障
子
腰
張
付　
　
　
　

同　

春
之
草
花

長
野
祐
親
筆

五
之
間

襖
并
張
付　
　
　
　
　

絵　

紅
白
萩

障
子
腰
貼
付　
　
　
　

同　

同

八
木
奇
峯
筆

一　

御
三
階
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違
棚
小
襖　
　
　
　
　

絵　

上
貮
枚　

小
鳥

下
貮
枚　

紅
梅
ニ
小
鳥

一　

従
常
御
殿
御
書
院
間
廊
下

杉
戸　
　
　
　
　
　
　

絵　

東
面　

四
季
之
花
籠

西
面　

薔
薇
ニ
犬
子

五
井
友
山
筆

一　

御
書
院

上
段違

棚
小
襖　
　
　
　
　

絵　

四
季
草
花
折
枝
ニ
錦
花
鳥

原　

在
照
筆

春
之
間

襖　
　
　
　
　
　
　
　

絵　

春
之
山
水

圓
山
應
立
筆

違
棚
小
襖　
　
　
　
　

絵　

上
四
枚　

海
邉
之
景

下
貮
枚　

浪
ニ
貝筆

者　

不
詳

夏
之
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図１ 本丸御殿平面図
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図２　桂宮御殿略平面図（移築前）
二条城本丸へ移築した部分

御湯殿

御茶所 御常御殿

御書院御清所

（移築後の台所）

玄関

雁の間

杉戸の位置

（丸数字は図１の丸数字に対応）

庭
庭

庭

庭

庭

庭

庭

庭

Ｎ Ｓ

Ｗ

Ｅ

②

⑥

⑦

④

③
⑤

①

図２　桂宮御殿略平面図（移築前）
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図 3　玄関衝立《波濤に鷲図》　　　　　　　　　　図 4　《波濤に鷲図》落款

図 5　杉戸絵《花車図》　　　　　　　　　 図 6　杉戸絵《糸桜に鶴図》

図 7　杉戸絵《梅に納曾利図》　　　　　　  図 8　杉戸絵《梅に蘭稜王図》

図 9　御書院一の間天袋小襖《四季草花に尾長鳥図》

図３　玄関衝立《波濤に鷲図》

図５　杉戸絵《花車図》　　　　　　　

図７　杉戸絵《梅に納曾利図》　

図９　御書院一の間天袋小襖《四季草花に尾長鳥図》

図６　杉戸絵《糸桜に鶴図》

図８　杉戸絵《梅に蘭稜王図》

図４　《波濤に鷲図》落款

旧二条離宮（二条城）本丸御殿の障壁画　玄関、御書院（松本）
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図 10　四季の間　春の間　南面部分　　　　　　　　図 11　四季の間　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　夏の間　南面部分

図 12　四季の間　秋の間　北面

図 13　四季の間　冬の間　西面

図 14　四季の間　春の間　天袋小襖《住吉社頭図》

図 10　四季の間　春の間　南面部分　　 図 11　四季の間　夏の間　南面部分

図 12　四季の間　秋の間　北面

図 13　四季の間　冬の間　西面

図 14　四季の間　春の間　天袋小襖《住吉社頭図》
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図 15　杉戸絵《竹に虎図》　　　　　　　　《松に鶴図》

図 16　杉戸絵《桐に鳳凰図》　　　　　　　《牡丹に唐獅子図》

図 17　杉戸絵《花鳥図》 　　　　　　　　　《渓流に草花図》

図 15　杉戸絵《竹に虎図》　　　　　　　　　　　　《松に鶴図》

図 16　杉戸絵《桐に鳳凰図》　　　　　　　　　　　《牡丹に唐獅子図》

図 17　杉戸絵《花鳥図》 　　　　　　　　　　　　　《渓流に草花図》

旧二条離宮（二条城）本丸御殿の障壁画　玄関、御書院（松本）
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図 18　杉戸絵《松に鶴図》　　　　　　        《岩に亀図》図 18　杉戸絵《松に鶴図》　　　　　　    　    《岩に亀図》
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